
下水道使用料及び農業集落排水施設使用料

の改定（案）について

上下水道課 下水道グループ

令和６年度第３回小川町下水道事業審議会 資料

令和７年３月１８日（火）



2

目 次

１ これまでの振り返り Ｐ３

⑴ 公営企業の現状と全国的な課題

⑵ 小川町下水道事業の状況

⑶ 経営戦略改定による結論

２ 下水道使用料の改定（案） Ｐ７

⑴ 必要となる改定率の試算

⑵ 維持管理負担金単価の改定を反映

⑶ 改定方法（使用料表）の検討

⑷ 改定による使用料シミュレーション

⑸ 他団体比較

３ 農業集落排水施設使用料の改定（案） Ｐ１２

⑴ 必要となる改定率の試算

⑵ 使用料改定までの流れ

⑶ 農業集落排水施設使用料の改定イメージ

⑷ 改定による使用料シミュレーション

４ 答申書（案）の検討 Ｐ１６

５ 今後の予定 Ｐ１７



3

１ これまでの振り返り

⑴ 公営企業の現状と全国的な課題

公共下水道、農業集落排水などの公営企業は、全国的に共通の課題を抱えて
おり、経営戦略に基づいた更なる経営改革が求められています。

令和６年１０月 総務省資料
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１ これまでの振り返り

令和６年１０月 総務省資料

小川町下水道事業における経営戦略

●平成２９年 ３月 ・・・・・ 経営戦略を策定

●令和 ４年 ３月 ・・・・・ １度目の改定を実施

→令和７年度中を目途に「使用料の改定を検討する」ことになりました。

●令和 ６年１０月 ・・・・・ ２度目の改定を実施

→説明根拠を明確にするため、具体的な使用料改定率を算出しました。

⑴ 公営企業の現状と全国的な課題
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１ これまでの振り返り

⑵ 小川町下水道事業の状況

事業 使用料が上がる要素 使用料を下げる取組み

公共下水道
事業

●下水道施設（管路、ポンプ等）の老朽
化に伴う更新費用の発生
●流域下水道（県）へ支払う汚水処理
単価の改定（令和８年度から２０％程
度値上げ）

●将来人口を想定した公共下水道区域の
見直し（令和２年度に実施）
●人口規模に見合った施設のダウンサイ
ジング（中継ポンプ場をマンホールポン
プへ改築予定）

●人口及び有収水量の減少による使用
料収入の減少
●物価（建設資材等）の高騰、光熱水費
の増加

●リスクの許容（耐用年数を経過した施設
（管路等）も、点検・修繕のうえ継続して
使用していく）
→ストックマネジメント実施方針の策定

農業集落排水
事業

●基準外繰入（使用料収入の１．５倍）
の解消
●汚水処理施設を複数保有

●施設の統廃合（奈良梨・上横田地区ク
リーン施設を新川地区水循環センターに
統合し、後年の維持管理費を軽減）

● 公共下水道事業（平成10年度～）、農業集落排水事業（平成9年度～）とも、これまで一度も使用料
改定（実質的な値上げ）を行っておりませんでしたが、今後は経営が成り立たない状況です。
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１ これまでの振り返り

⑶ 経営戦略改定による結論

令和８年度から使用料を改定する必要があります。

① 現状の確認

② 今後の見通し

③ 必要な取組方針

汚水処理費用を使用料収入で賄えておらず、
一般会計繰入金に依存し、財政的に自立できてい
ない状態です。

人口及び有収水量の減少による使用料収入減少、
県へ支払う汚水処理費用の大幅値上げ等に加え、
今後は施設の老朽化対策も必要となります。

経費削減の取組み
施設統合、ダウンサイジング等をはじめ、
様々な視点から経営努力を継続していきます。
収入増加の取組み
一般会計繰入金は削減していく必要があり、
更なる財源確保の取組みが必要です。
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２ 下水道使用料の改定（案）

⑴ 必要となる改定率の試算
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２ 下水道使用料の改定（案）

下水道使用料の改定率は、経営戦略の改定結果を踏まえて算出しました。

町では、次の点を考慮し、令和８年度から２５％の使用料改定をお願いすることとします。
ア 使用者負担の軽減のため、可能な限り改定率を抑制したい。

イ 同じ流域下水道（滑川町・嵐山町）と連携し、維持管理負担金単価の抑制を県に要望中。

ウ 仮に試算②が採用された場合は、３～５年毎に経営戦略を改定する際、都度使用料を見直すことで対応する。

試算① 試算②

維持管理負担金の改定率（県の提示） 19.5％ 26.4％

小川町下水道使用料の改定率 25％ 29％

⑵ 維持管理負担金単価の改定（令和８年度～）を反映

小川町から埼玉県（市野川流域下水道）へ支払う汚水処理費

現時点で、埼玉県から２通りの改定率が提示されています。
試算① 市野川水循環センター包括委託執行率 100％の場合

試算② 市野川水循環センター包括委託執行率 10６％の場合
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２ 下水道使用料の改定（案）
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２ 下水道使用料の改定（案）

⑷ 改定による使用料シミュレーション

基本使用料と超過使用料の改定率を一律とした場合、
使用水量が異なっても、増加率は同様となります。

どの世帯に対しても、公平に負担増をお願いすることになります。
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２ 下水道使用料の改定（案）

⑸ 他団体比較

令和６年度以降は、ホームページ等で確認
できた団体のみ記入しています。
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３ 農業集落排水施設使用料の改定（案）

⑴ 必要となる改定率の試算
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３ 農業集落排水施設使用料の改定（案）

⑵ 使用料改定までの流れ

１ 現行の農業集落排水施設使用料（人数割）

２ 下水道使用料と同じ体系（従量制）へ変更

３ 令和８年度から、体系を従量制へ変更するとともに、

下水道使用料と同様の改定率２５％の使用料改定をお願いすることとします。

世帯人員等に応じた「人数割」から、水道使用量に応じた「従量制」へ見直すことで、

農業集落排水施設使用料の負担の公平性を高める。

従量制に見直しても町の使用料収入総額（年間約２千万円）は変わらないため、

経営戦略の結果を踏まえ、使用料の改定を行うことで経営の安定化を図る。

経営戦略による試算では３４％の改定が必要となりますが、

利用者負担の急増を防ぐため、３４％を一度に改定するのではなく、

経営戦略の見直し（３～５年ごと）に合わせ、段階的に改定を検討することとします。
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３ 農業集落排水施設使用料の改定（案）

⑶ 農業集落排水施設使用料の改定イメージ
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３ 農業集落排水施設使用料の改定（案）

⑷ 改定による使用料シミュレーション

改定後の使用料表については、今回は下水道使用料と同様とします。

ただし、今後行う経営戦略の見直し（３～５年ごと）の結果によっては、

下水道使用料と異なる使用料表となる場合もあります。
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４ 答申書（案）の検討

⑴ 使用料改定の必要性について
・公共下水道事業、農業集落排水事業の現状

⑵ 改定率について

・経営戦略の改定結果を踏まえて算出

⑶ 使用料体系及び使用料表について

・使用水量に応じた従量制とする。

・基本使用料と超過使用料に同様の改定率（２５％）を適用する。

⑷ 改定実施時期について

・県の維持管理負担金の改定に合わせ、令和８年度からとする。

⑸ 審議会附帯意見について

・継続した経営健全化の取組みに努めること

・経営戦略の改定時期に合わせ、定期的に使用料を見直すこと

・町民（使用者）への周知、丁寧な説明を行うこと
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５ 今後の予定

年 月 内 容 備 考

令和６年 ７月３０日 令和６年度埼玉県流域下水道運営協議会流域別会議 維持管理負担金の改定説明

令和６年 ８月２２日 令和６年度第１回下水道事業審議会 経営戦略改定の概要説明

令和６年 ９月 ９日 経営戦略改定についてパブリックコメント実施 １０月８日まで

令和６年 ９月２０日 議会全員協議会に報告 経営戦略改定について

令和６年 ９月２４日 令和６年度埼玉県流域下水道運営協議会流域別会議 負担金試算結果（３通り）の提示

令和６年１０月２９日 経営戦略を改定

令和６年１１月２６日 令和６年度第２回下水道事業審議会 使用料改定について諮問

〃 議会全員協議会に報告 使用料改定について

令和６年１２月２５日 令和６年度埼玉県流域下水道運営協議会流域別会議 負担金試算結果（２通り）の提示

令和７年 ３月１８日 令和６年度第３回下水道事業審議会 改定（案）・答申書（案）の検討

令和７年 ４月 審議会会長から町長へ使用料改定について答申

令和７年 ９月 使用料改定に関する条例改正（案）の上程

令和８年 ４月 公共下水道、農業集落排水の使用料改定


